
 

 

 

 

 

 

 

令和４年度建設業働き方改革推進セミナーの開催について 

 

１ 開催の趣旨 

 働き方改革関連法が施行され、「有給休暇の５日以上取得義務化」が既に始まっ

ています。さらに、令和６年４月からは建設業においても「時間外労働の上限規制」

が適用されます。そこで、働き方改革を着実に実行し、魅力ある職場環境の整備が

促進されるよう、「建設業働き方改革推進セミナー」を開催します。 

 

２ 開催要領 

（１）日  時：令和５年２月７日（火）１３：３０～１５：３０ 

 

（２）開催方法：Ｗｅｂ会議システム「Ｚｏｏｍ」を使用して配信します。 

 

（３）内  容：第１部＜基調講演＞ 

        演題「中小建設業のＤＸ化対応」 

        講師 一般社団法人建設業経営支援協会 理事 都築 寛志氏 

 

        第２部＜外国人技能実習生制度の紹介＞ 

        演題「外国人技能実習生制度について」 

        講師 外国人技能実習機構富山支所 指導課長 元井 幸樹氏 

 

（４）対  象：県内の建設業者に所属する経営者、経営幹部、事務系社員など 

 

（５）そ の 他：第１部「中小建設業のＤＸ化対応」のみの参加も可能です。 
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